
2019 年

10月30日（水）31日（木） 9:00～ 17:00

場 所

被災された方の生活再建に関する相談

（令和元年台風１９号に関係する相談に限る。）

専門家派遣協力 静岡県災害対策士業連絡会

弁護士 司法書士
行政書士 建築士
公認会計士 技術士
土地家屋調査士 等の
専門家が、
ご相談をお聞きします。

伊豆の国市役所
伊豆長岡庁舎３Ｆ

予約不要

車や家のローン 住宅の修理 借地 借家

お金の支援 支払い・手続 を待ってほしい

お問合せ 静岡県弁護士会 ☎ 055-931-1848

（静岡県災害対策士業連絡会事務局）
平日9:00～12:00 13:00～17:00

日 時

内 容

罹災証明って
何に使えるの？
認定は変わらないの？


